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（２） 総合評価技術審査支援業務 
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【総合評価技術審査支援業務の概要】 

 

目  的 

市町職員が円滑で効率的に，総合評価方式による発注関係事務を行えるよう支援する。 

 業 務 概 要 

総合評価方式で発注する工事に係る，課題の設定，資料作成（審査資料(案)，落札者決定基

準(案)，落札者決定資料(案)等）及び受注予定者から提出された技術提案の審査補助を行う業

務である。 

 

 

工事発注の決定 

工事内容等の打合せ 
 

落札者決定基準の審査 
 

学識経験者の意見聴取 

入札・技術資料の提出 
 

【落札者決定基準(案)の作成】 

工事内容や現地調査を基に落札者決定基準(案)及び審査資

料(案)を作成する。 

【公告】 
総合評価方式であること，落札者決定基準を含めて公告を

行う。 

【工事内容等の打合せ】 
工事内容，スケジュール等について打合せを行う。 

【落札者決定基準の審査】 
総合評価審査委員会等により落札者決定基準の審査を行う。 

【現地調査】 
現地調査を行い，社会的要請や技術的課題の設定に必要な

現場条件等を確認する。 

業 務 範 囲 ( 公 告 前 ) 

入札方式の決定 
 

現 地 調 査 
 

【入札方式の決定】 
発注予定の工事の中から，総合評価方式により発注す

る工事を選定する。 
 

【学識経験者の意見聴取】 
評価項目，配点等落札者決定基準(案)について意見聴取を行

う。※審査委員会の前後で可 
指名業者の選定 【指名業者の選定】 

指名業者選定委員会等により指名業者を選定するとともに

落札者決定基準を決定する。 公    告 
 

技術資料等の審査 
 

【技術資料等の審査】 

落札候補者から提出された技術資料等について審査を行う。 

落札者決定の審査 
【落札者候補者決定の審査】 

総合評価審査委員会等により落札者の決定資料について審査

を行う。 

公    表 

契    約 

落札者決定資料(案) 
の作成 

 

【落札者決定資料(案)の作成】 

技術評価点，評価値を算定し落札者の決定資料を作成する。 

業 務 範 囲 ( 公 告 後 ) 

【公表】 
落札者の決定資料の閲覧を行う。 

落札者の決定 

総合評価方式による発注事務の流れ 
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（２）総合評価技術審査支援業務手続きのフロー 

 

  市  町 広島県土木協会 
 

見積依頼書 

業務仕様書 添付 

・委託工事件数及び内容 等 

事 前 協 議 

・委託業務内容説明 

 

委託業務見積書の提出 

委託業務見積書審査 

業務委託契約締結 

業務委託契約書（様式第４号の 2） 

業務仕様書（様式第６号の 2） 

工事概要・総合評価内容の協議 

業務完了報告書（様式第７号の２） 

成果品の納入（報告書等） 

委託料支払請求書（様式第８号の２）
 

業務の受諾（様式第２号） 

業務の依頼 

(様式第１号の３) 

業務仕様書(様式第６号の２） 添付 

委託料の支払 

総合評価技術審査業務の実施 

・技術的課題の設定 
・技術審査の補助 
・技術提案の履行確認 

検   査 

業務委託（期間・内容）変更依頼 

（様式第９号） 

業務委託（期間・内容）変更理由書 

（様式第９号別紙） 

業務委託（期間・内容）変更受諾 

（様式第 10 号） 

業務委託変更契約締結 

業務委託契約書（様式第 11 号） 
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